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死亡羽数が増える等の異状が見られたら、すぐに下記まで連絡して下さい。

高病原性鳥インフルエンザ情報

① 鶏舎周囲への消石灰の散布

② 衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用
③ 衛生管理区域に立ち入る車両等の消毒

④ 家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用

⑤ 家きん舎に立ち入る者の手指等の消毒
⑥ ねずみ及び害虫の駆除

⑦ 野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕

家きん農場

野鳥等

飼養鳥（家きん以外）

２県（２事例）

予防対策の徹底をお願いします！
～どこで発生してもおかしくない状況です～

➢ 京都府の隣接県においてもウイルスが検出されています。

➢ 野鳥だけでなく衛生害虫（ハエ）からもウイルスが検出され
ています。

２１県（８０事例）

回収：１２月１４日
判明：１２月２６日
場所：鹿児島県出水市
検体：オオクロバエ（発生地周辺で採取さ

れた腐肉食性を有するハエ）

衛生害虫

① 死亡した鶏を放置しない
② 殺虫剤の散布や粘着シートの設置等

高病原性鳥インフルエンザ発生状況（Ｒ５年シーズン）

衛生害虫対策

４県（４戸１８万羽）

ウイルス侵入防止対策


